
国 住 指 第 ２ ２ 号

平成２６年４月４日

各都道府県

建築行政主務部長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長

建築物の除却工事における危害防止対策の徹底について

去る平成２６年４月３日、兵庫県神戸市内で建築物の解体工事中に足場が倒

壊し、通行中の方が負傷する事故が発生したことは、誠に遺憾である。

貴職におかれては、このような事故が発生したことの重大性に鑑み、建築基

準法第１５条第１項の規定による建築物除却届が届け出られた機会等をとら

え、同法第９０条等の法令遵守及びガイドライン等に基づく危害防止対策の徹

底を指導する等、必要な対策を講じていただくようお願いする。

また、貴管内の特定行政庁に対し、この旨周知方お願いする。

なお、別添のとおり、土地・建設産業局建設業課長より建設業者団体（解体

工事関係）の長あてに別途通知されていることを申し添える。



（別添）

国 土 建 第 １ 号

平成 26 年 4 月 4 日

建設業者団体（解体工事関係）の長 殿

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

建築物の解体工事現場における事故発生の防止について

建設工事現場における事故の防止については、機会あるごとに注意を喚起してき

たところであるが、去る平成２６年４月３日、兵庫県神戸市中央区内でビルの解体

工事中に仮設足場が倒壊し、２名の負傷者を出す事故が発生したことは、誠に遺憾

である。

このような事故が発生したことの重大性に鑑み、今後かかる事故の再発を防止す

るため、貴会傘下の建設企業等に対し、関係法令及びガイドライン等に基づき、建

築物の解体工事における安全確保に万全の対策を講ずるよう、改めて周知徹底され

たい。



（参考）

別添の通知対象の建設業者団体（解体工事関係）

○ 一般社団法人 日本建設機械施工協会

○ 一般社団法人 全国建設業協会

○ 一般社団法人 日本建設業経営協会

○ 一般社団法人 全国中小建設業協会

○ 全国建設業協同組合連合会

○ 一般社団法人 日本建設業連合会

○ 一般社団法人 プレハブ建築協会

○ 日本建設組合連合会

○ 一般社団法人 全国建設産業協会

○ 一般社団法人 全国中小建築工事業団体連合会

○ 一般社団法人 日本建築大工技能士会

○ 一般社団法人 日本鳶工業連合会

○ 一般社団法人 日本建設躯体工事業団体連合会

○ 全国基礎工業協同組合連合会

○ 一般社団法人 日本機械土工協会

○ ダイヤモンド工事業協同組合

○ 公益社団法人 全国解体工事業団体連合会

○ 一般社団法人 全国クレーン建設業協会

○ 一般社団法人 建設産業専門団体連合会

○ 一般社団法人 マンション計画修繕施工協会


